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協議項目 ⑤ 都市計画区域、都市計画指定等 関係項目  

調整方針（案） 

都市計画区域等（都市計画指定等を含む。）については、新市にお

いて新たに策定する。 
ただし、新計画ができるまでの間は、現行のとおり取り扱うものと

する。                            

協議結果 方針案のとおり 

関係資料 
 

 

 
《参考》 

マスタープランについては、新市において新たに策定する。 

 


